
部落差別問題をはじめとする
あらゆる差別の解消に向けて

　生まれ育った場所で差別され、就職ができなかったり、結婚を
取りやめられたりするなど、人権を侵害されることが、いまだに
起こっています。このような部落差別は、重大な人権問題です。

『同和問題に関し、現在、どのような人権問題が起きていると思いますか？』

生まれた場所だけで
差別されるって

おかしいですよね？

●内閣府「人権擁護に関する世論調査」 ※2017（平成 29）年 10 月調査
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結婚問題で周囲の反対を受けること▲  けっこんもんだい　     しゅうい　　 はんたい　　 う

▲ 差別的な言動をされること
  さ べつてき　   げんどう

▲ 身元調査をされること
  み  もとちょうさ

▲ 就職・職場で不利な扱いを受けること
 しゅうしょく　　　しょくば　　  ふ   り　    あつか　　　　　    う

▲ インターネットを利用して差別的な情報が
掲載されること

　　　　　　　　　　　　　　　　　   り  よう　　　  さべつてき　   じょうほう　　　 

  けいさい

▲ えせ同和行為（同和問題を口実に企業や官公庁等に
不当な要求をする行為）がなされること

　　　    どう わ  こうい　　 どう わ もんだい　  こうじつ　　きぎょう　  かんこうちょうなど　　 

  ふとう　     ようきゅう　　　　   こう い

▲ 差別的な落書きをされること
  さ べつてき 　  らく が

▲ 特にない・わからない
 とく

今でも部落差別はあるのです！

　ぶ　　  ら く     さ      べ つ     も ん    だ い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  さ      べ つ 　 　 　 　 　  か い   し ょ う           む

 いま　　　　　　　　　　　　 ぶ　　　らく　　　 さ　　　べつ

   ない　  かく    　ふ　　　　　   じん　  けん　   よう　   ご           　　 かん　　　　　　     　　よ　    ろん　 ちょう　  さ

   どう     わ    もん   だい　　　  かん　　　　　　げん　ざい　　　　　　　　　　　　　　　　　  じん   けん　もん  だい　　　　 お　　　　　　　　　　　　　　　　 おも

                                 へい　せい　　　　　     ねん　　　      がつ ちょう さ

う　　　　　　　　　　 ば    しょ

　　　さ　べつ

　　　う　　　　　      そだ　　　　　　　ば　 しょ　　      さ　 べつ　　　　　　　　　しゅうしょく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 けっ  こん　　　　

と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じん   けん　　     しん  がい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぶ　  らく　 さ　 べつ　　　　　　じゅう だい　　　 じん   けん  もん   だい
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飯塚市民の「結婚」に関する意識を見てみましょう
飯塚市人権問題市民意識調査より　※2019（令和元）年度調査

【自身が結婚しようとした際の態度】

問 あなたが同和地区の人と結婚しようとしたときに、家族や親類か
ら反対を受けた場合どうしますか。

　どちらの問に関しても、「家族や親類の反対があれば～」や「絶対に結婚を

認めない」「わからない」などが示す数値を合わせると、現在もまだ、結婚す

るときに、出身地を気にする人は決して少なくないという結果が出

ています。結婚は、当事者同士の気持ちが最優先されるべきです。
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　　　　　　　　　　れい　わ　がん　　　ねん  ど   ちょう さ

いい　  づか      し       みん　　　　　　　　　けっ　  こん　　　　　　　　　かん　　　　　　　　　 い　　 しき　　　　　  み

いい   づか     し     じん　けん　もん　だい　  し　  みん　 い　  しき　ちょう  さ

　　   じ　　 しん　　　　　  けっ     こん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さい　　　　　  たい　　ど　

　　   じ　　 ぶん　　　　　   こ             　　けっ　 こん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さい　　　　　　じ　　しん　　　　　  たい　　ど

　　　　　　　　　　　　　 どう　  わ　    ち      く　　　　　ひと　　　　 けっ    こん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　  ぞく　　　　 しん　るい

　　　  はん　たい　　　　  う　　　　　　　　  ば    あい

　　　　　　　　　　　　　　　とい　　　　かん　　　　　　　　　　　　　　 か     ぞく　　　  しん   るい　　　　はん  たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぜっ  たい　　　　 けっ  こん

 みと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 しめ　　　  すう     ち　　　　  あ　　　　　　　　　　　　　　       げん   ざい　　　　　　　　　　　　  けっ  こん

　　　　　　　　　　　　　　しゅっしん　 ち　　　　  き　　　　　　　　　 ひと　　　　けっ　　　　　　すく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けっ   か　　　　  で

                                           けっ  こん　　　    　  とう    じ    しゃ   どう　 し　　　　　き     も　　　　　　　さい    ゆう  せん

　　　　　　　　　　　　　　　　 こ　　　　　　　　　　　どう　　わ　   ち　　く　　　　  ひと　　　　 けっ    こん

　　　　　　　　　　　　　  じ   ぶん　　　い　 し　　  つらぬ　　　　  けっ こん

　　　　はん たい　　　　　ひと びと　　  せっ とく　　　　　あと　　  けっ こん

　　　　　　  か   ぞく　　　　　　　 はん たい　　　　　　　　　  けっ こん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　かい とう

とい

問
とい

自分の意志を貫いて結婚する
反対する人々を説得した後に結婚する
家族などの反対があれば結婚しない

その他
わからない

無回答

 けっ こん　　 とう にん どう し　　　もん だい　　　　　　　　 こ　　　　　　　   い    し　　  そんちょう

 おや　　　　　　　　 はんたい　　　　　  こ　　　　　　　い　 し　　 つよ　　　　　　 けっ こん　　みと

　　　　　　　　　　　か   ぞく　     しん るい　　  はんたい　　　　　　　　　　けっ こん　　  みと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ぜっ たい　     けっ こん　     みと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 む　かい とう

【自分の子が結婚しようとした際の自身の態度】

あなたのお子さんが同和地区の人と結婚しようとしたとき、
あなたはどうしますか。
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結婚は当人同士の問題なので、子どもの意志を尊重する
親としては反対だが、子どもの意志が強ければ結婚は認める

家族や親類の反対があれば結婚は認めない
絶対に結婚を認めない

その他
わからない

無回答
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差別をなくすための取り組み

地元で、差別をなくすための取り組みに活躍した人たち

　この水平社宣言をきっかけに、差別をなくすための
運動が全国各地に広がっていきました。

　我が国の歴史をふり返ってみると、部落差別をなくすためにさまざまな取

り組みがありました。

　1922（大正 11）年に被差別部落の人々は差別からの解放を求めて「全国

水平社」を創立しました。この時出された「水平社宣言」は、「我が国で初

めての人権宣言」と言われています。2022（令和 4）年は「全国水平社」

が創立されて100年にあたります。

　水平社の運動は、女性差別をなくす運動など、さまざまな日本の人権問題

に取り組む最初のきっかけとなりました。

　1922（大正 11）年の創立大会で、16 歳の山田さんは、自分が受け
た差別を涙ながらに話し、「大人も子どももいっせいに立ち上がって、
光りかがやく新しい世の中にしよう」とうったえました。
（小6教科書の記述より）

  　　　わ　　　　 くに　　　　れき　し　　　　　　　　　　かえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぶ　  らく　 さ　 べつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   と

　　　  く

                                         たい しょう　　　　　　　　 ねん　          ひ     さ   べつ     ぶ    らく　        ひと  びと　　　　 さ    べつ　                         かい  ほう           もと     　　　　　　　   ぜん  こく

 すい   へい   しゃ    　　　　　 そう   りつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とき    だ　　　　　　　　　　　　　すい　へい　しゃ　せん　げん　　　　　　　　　　　わ　　　　 くに　　　　はじ　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　 じん   けん   せん   げん　　　　　　　 い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　         れい     わ                       ねん　　　　　　 ぜん   こく　すい   へい    しゃ

          そう  りつ　　　　　　　　　　　　　　　　 ねん

　　　 すい  へい    しゃ　　　  うん どう                     じょ   せい   さ　 べつ　　　　　　　　　　　　  うん  どう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  に   ほん　　　   じん  けん   もん   だい

　　　  と　　　　　く　　　　さい   しょ

   さ      べつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　　  く

　　　　　　　　　　　 たいしょう　　　　　　　ねん　　  そう  りつ たい  かい　　　　　　　　　  さい　　   やま   だ　　　　　　　　　　    じ   ぶん　　　 う

          さ   べつ         なみだ　　　　　　　　　   はな　　　　　　　 おとな　　　　  こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   た　　　 　あ                           

 ひか　　　　　　　　　　　　 あたら　　　　　 よ　       なか

しょう　　 きょうか しょ　　   きじゅつ

　　　　　　　　         すい    へい　  しゃ　 せん　 げん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   さ      べつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

   うん   どう               ぜん　  こく    かく      ち 　　　　  ひろ　

山田孝野次郎（1923年頃）
《水平社博物館蔵》

やま  だ   こ   の  じ ろう　　　　　　　　 ねんごろ

  すいへいしゃはくぶつかんぞう

《部落解放同盟 中央本部HPより転載》
   ぶ らくかいほうどうめい  ちゅうおうほんぶ　　　              てんさい

人の世に熱あれ、人間に光あれ。
  ひと　　　　  よ　  　     ねつ　　　　　　　　　　  にん   げん     　　 ひかり
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松本 治一郎
・部落解放同盟初代執行委員長

・全九州水平社を結成

・部落解放の父と言われる

田中 松月
・1922（大正 11）年の全国水平

社創立大会に福岡県からの唯一の

参加者として出席

   じ      もと  　　　　　　　　さ     べつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  と　　　　　  く　　　　　　　　　かつ　やく　　　　　　　　 ひと

  まつ    もと　　　じ　　いち　 ろう    た      なか　　しょう   げつ

       ぶ   らく かい ほう どう めい しょ だい しっこう   い  いんちょう

     ぜんきゅうしゅうすいへいしゃ　　　けっせい

　　 ぶ   らく かい ほう　　  ちち　　　い

　　　　　　　　　　 たいしょう　　　　　　ねん　　  ぜん こく すい へい

しゃ  そうりつ たい かい　　　ふく おか けん　　　　　　　 ゆい  いつ

 さん  か   しゃ　　　　　　　しゅっせき

（水平社宣言の最後の結びの言葉です）
すいへいしゃせんげん　　さい  ご　　 むす　　　   こと ば



同和対策審議会の答申が出されました。

この答申を実現するために、さまざまな差別を
なくすための運動や法律ができました。

「部落差別の解消の推進に関する法律」
（部落差別解消推進法）が成立しました。

　その前文には「同和問題は、人類普遍の原理である自由と平等に関する問題であり、
日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。その早急な解決こ
そ国の責務であり、同時に国民的課題である。」と明記されており、この答申を受けて、
国は、住環境改善、生活環境改善、福祉の向上、経営・就労環境改善、教育啓発事業な
どに取り組み、この答申は、今後の部落差別をなくすための大きな柱となりました。

　戦後すぐ日本国憲法が制定され、人権意識も高まりました。
しかし、残念ながら部落差別は多く残っていました。

現在もなお部落差別が存在するとの認識が法律で新たに示されました。部落
差別は日本国憲法に照らして「許されないもの」「解消することが重要な課題
である」と明記されました。 （第１条）

国及び地方公共団体の責務（第３条）や相談体制の充実（第４条）、教育及び
啓発の必要性（第５条）、そして部落差別の実態に係る調査の実施（第６条）
が明記されました。

「同和対策事業特別措置法」【時限立法】

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」

「同和対策事業特別措置法」の
期限切れ

この法律のポイントは？ 

　　   せん   ご　　　　　     に   ほん  こく  けん  ぽう         せい  てい　　　　　　       じん  けん   い    しき　      たか

　　　　　　　　　　  ざん  ねん                          ぶ    らく   さ　 べつ　　　おお　　　 のこ　

  どう　　わ　　たい　  さく    しん　　ぎ　　 かい　　　　　とう    しん　　　　　  だ

　　　　　　　  とう     しん　　　　　じつ     げん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ     べつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うん   どう　　　　　  ほう    りつ

         ぶ　　らく　   さ      べつ　　　　　 かい　しょう　　　　 すい　  しん　　　　　かん　　　　　　　　  ほう　 りつ

　　  ぶ　　 らく　　さ　　べつ　  かい　 しょう  すい　  しん　 ほう　　　　　　　　  せい    りつ

　　　　　　　 ぜん ぶん　　　　　　　 どう   わ  もん だい               じん るい   ふ   へん　　  げん  り                         じ   ゆう　　びょうどう　　  かん　　　　　もん だい

  に   ほん こく  けん ぽう　　　　　　　　　　 ほしょう                       き   ほん てき じん けん　　　　　　　　　　　　　か  だい                                            そうきゅう　　 かい けつ

　　 くに　　　せき  む　　　　　　　　　　どう  じ         こく  みんてき   か  だい                         　　　　     めい き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とうしん　　　 う

くに　　　　　じゅうかんきょうかいぜん　　 せい かつ かんきょうかいぜん　　　ふく  し　　　こうじょう　　  けいえい　  しゅうろうかんきょうかいぜん　　 きょういくけい はつ  じぎょう

　　　　　 と　　　　く　　　　　　　　　　とうしん　　　　　 こん   ご　　　 ぶ   らく   さ  べつ　　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　  はしら

     どう     わ 　 たい   さく　 じ　 ぎょう  とく   べつ　 そ　　ち　　ほう　　　　  じ　  げん 　りっ  ぽう

　  じん　 けん  きょう いく   およ　　　　 じん　けん　けい　はつ　　　　すい   しん 　　　  かん　　　　　　　 ほう　りつ

　 どう    わ 　 たい   さく　 じ  ぎょう  とく   べつ　 そ　  ち　  ほう　    　　　  

    き     げん     ぎ

　　　　　　　ほう　りつ

 げん ざい　　　　　　      ぶ　らく　さ  べつ　　    そん ざい　　　　　　　　      にん しき　　   ほうりつ　　   あら 　　　　　 しめ　　　　　　　　　　　　　　  ぶ　 らく 

  さ　べつ　　　 に   ほん こく けん  ぽう　　　 て　　　　　　　　　  ゆる                                                    かいしょう　　　　　　　               じゅうよう　　　 か  だい　　　　　　　　　　　　 

                                   めい  き　　　　　　　　　　　　　　　　 だい　　 じょう

 くに  およ　　　ち　 ほう こう きょうだん たい　　  せき   む        だい　　 じょう　　　　 そう だん　たい せい　　 じゅう じつ　  だい       じょう　　 きょう いくおよ

 けい  はつ　　  ひつ  よう  せい　　だい　　  じょう　　　　　　　　　   ぶ    らく   さ　べつ　　　じっ たい　　　 かか 　　ちょう  さ　　　 じっ　し　　  だい　　  じょう

　　  めい  き

1965年
（昭和40年） 

2016年
（平成28年） 

1969年
（昭和44年）
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2000年
（平成12年）

2002年
（平成14年）

※法は最初の計画より期限が延長されましたが
　部落差別は残りました。

　　 ほう　　  さいしょ　　 けい かく　　　　　 き  げん　　 えんちょう

　　　ぶ らく   さ  べつ　　 のこ



　近年において人権に関する多くの法律が制定され、飯塚市でも差

別をなくすための条例が施行されています。

　しかしなぜ、このようなさまざまな法律や条例を作らなければな

らなかったのでしょう？

　それは、「部落差別をはじめとするさまざまな差別」が今なお根強く・

根深く残っているからです。1～2ページ目に記述している「結婚問題」

や「就職問題」などは、その顕著な事例です。

　国で法律ができ、各自治体でも条例が施行されましたが、
それだけで、部落差別をなくすことができるのでしょうか？

この条例は、部落差別をはじめ、障がいのある人、外国人
への差別等あらゆる差別の解消を推進し、差別のない人権
尊重のまちづくりを実現することを目的としています。

2018（平成 30）年 4 月に

飯塚市部落差別をはじめ
あらゆる差別の解消の
推進に関する条例
が施行されました。

飯塚市でも
 いい　づか      し

　　　　　　　　　   　へい  せい　　　　　       ねん　　　　  がつ

   いい　  づか　   し　　  ぶ　　らく　　さ　　べつ

　　　　　　　　　　　　　　　  さ　   べつ               かい    しょう

  すい     しん　　　　　かん　　　　　　　　 じょう   れい

　　　 し   こう

　　　　　　　じょう　れい　　　　　　　　 ぶ　　らく      さ　  べつ　　　　　　　　　　　　　　　　     しょう　　　　　       　　　　　　　　　　  ひと　　　　   がい　 こく   じん

　　　　　　　   さ　　べつ　とう　　　　　　　　　　　　　　　  さ　  べつ　　　　 かい　しょう　　　　  すい    しん　　　　　　　　 さ　　べつ　　　　　　　　　　　  じん     けん

  そん   ちょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じつ　 げん　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 もく　 てき

　　　 きん　ねん　　　　　　　　　　　　  じん   けん             かん　 　　　       おお　　　  　　　  ほう　りつ　　　　せい  てい　　　　　          いい　づか 　し　　　　　　　   さ   

 べつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      じょうれい　　　 　し　  こう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ほう　りつ　　　  じょうれい　　　　つく

　　　　　　　　　　　　　　　ぶ　 らく　  さ　べつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　 べつ　　　　　　いま　　　　　　　ね   づよ

 　ね　ぶか　　　 のこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　　　　  き　じゅつ　　　　　　　　　　　　　 けっ   こん  もん   だい

               しゅうしょく もん   だい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けん   ちょ　　　　 じ　 れい

 　　　 くに　　　　 ほう   りつ　　　　　　　　　　　　　かく　 じ　　ち     たい　　　 　　　じょう  れい　　　　　し　こう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶ　  らく　  さ　 べつ　　
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では、部落差別のない人権を大切にするまちづくり
のために、私たちにできることは？

血筋、家柄にこだわることはありませんか？
日々の生活の中で、うわさや憶測で判断するのはやめましょう。

日常の中で「人権感覚」を磨きましょう。

人権についての知識を正しく身につけることは、自分自身で考えて
行動したり、判断したりするうえでとても大切です。

正しく理解するための「人権学習」が必要です。

「〇〇のくせに、～」はやめましょう。
相手の立場や気持ちをわかろうとする姿勢が大切です。

思い込みや偏見をなくしていきましょう。

「科学的に根拠のないこと、おかしいなと感じること」、「新型コロナウイルスの患者
や医療従事者に対する誹謗中傷」など周りの雰囲気に流されないようにしましょう。

迷信や周囲の反応にとらわれてはいけません。

01

02

03

04

家庭内での対話が、とても大切です。子どもが
いじめられたりしてないか常に見守りましょう。
おとなたちがお手本になりましょう。

子どもたちに、人権を尊重する心を伝えていきましょう。05

　　　　　　　　　　 ぶ　　らく  　さ　  べつ　　　　　　　　　　  じん　 けん　　 　　たい　 せつ

　　　　　　　　　　　　　　　  わたし

  にち   じょう　　　　　なか　　　　　　　　　じん　  けん 　 かん　  かく　　　　　　　　　みが

  ち    すじ　　　 いえ   がら　　　

  ひ      び            せい  かつ　　　 なか　　　　　　　　　　　　　　　　　 おく  そく　　　 はん  だん

 じん  けん　　　　　　　　　　　　　　  ち　 しき　　　  ただ　　　　　　  み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ    ぶん    じ    しん　　　かんが

 こう  どう　　　　　　　　　　　  はん  だん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  たい   せつ

  ただ　　　　　　　　　 り       かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じん     けん　  がく    しゅう　　　　　　　　 ひつ     よう

 あい   て　　　　たち　 ば　　　　 き　  も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  し　せい　　　  たい  せつ

  おも　　　　　  こ　　　　　　　　　  へん     けん

　   か   がく てき　　  こん  きょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かん　　　　　　　　　　　　　　  しん がた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん じゃ

　　　 い りょうじゅうじ   しゃ　　  たい　　　　　  ひ  ぼうちゅうしょう　　　　　　　まわ　　　　　 ふん  い    き　　　  なが

  めい　  しん　　　　　しゅう　 い　　　　　　はん　  のう

  か　 てい  ない　　　　　　 たい   わ　　　　　　　　　　　　　　　たい　せつ　　　　　　　      こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つね　　　   み  まも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  て    ほん

   こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じん　 けん　　　　 そん  ちょう　　　　　　 こころ　　　　つた
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一人ひとりの力は小さいけれど、
家庭、職場、地域社会などを通して日頃から
「人権感覚」を磨くことが大切なんです。

                         ひと    り　　　　　　　　　　　　　　 ちから　　　  ちい

   か      てい　　 しょく 　ば　　　  ち     いき    しゃ   かい　　　　　　　　　　　とお　　　　　　　　 ひ     ごろ

　　　　じん　 けん   かん　 かく　　　　　　　みが　　　　　　　　　　　　　　たい　せつ
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誰もが、みんなが、住みやすい差別のない社会を
めざすために、2010（平成22）年に策定した「飯塚市
人権教育・啓発基本指針」を、2021（令和3）年に新た
に改定しました。

☆人権が大切にされ、個性ある市民主役の協働のまちづくり

☆基本的人権が尊重され、誰もが平等に安心して暮らせるまちづくり

☆就学前教育・学校教育を通した人権感覚豊かな子どもたちの育成

☆基本指針に基づいた実施計画の策定

　この新たな基本指針に基

づき、さまざまな人権問題の

解決と人権が尊重される社

会の実現を目指し、人権教

育・啓発に関する施策をさら

に推進していきます。

人権教育・人権啓発の基本方針

人権を取り巻く環境の大きな変化を踏まえ、飯塚市では
 じん   けん　　　　  と　　　　　 ま　　　　  かん  きょう　　　  おお　　　　　　　へん    か 　　　　　ふ　　　　　　　　　　　いい   づか    し

  だれ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    す　　　　　　　　　　　　　　　　   さ　   べつ　　　　　　　　　　　      しゃ　  かい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           へい   せい　　　　　      ねん               さく     てい　　　　　　　　　 　　いい　 づか　    し      

  じん     けん  きょう  いく　　　けい　 はつ　　 き　　ほん　　し　　しん　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　    れい　わ　　　　     ねん　　　　　あら　

             かい    てい　　

  じん    けん   きょう　いく　　　　  じん　 けん　  けい    はつ　　　　　 き　　ほん　  ほう　しん

　　　  じん　けん　　　　  たい　せつ　　　　　　　　　　　　　こ　  せい　　　　　　　　し　　みん　しゅ　 やく　　　　きょう どう

　　　　き　　ほん　てき　じん　 けん　　　　 そん　ちょう　　　　　　　　 だれ　　　　　　　 びょう  どう　　　　 あん　しん　　　　　　　　 く

　　　しゅう  がく    ぜん　きょう いく　　　がっ　こう　きょう  いく 　　　　とお　　　　　　　 じん　 けん　 かん　かく　 ゆた   　　　　　　  こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　いく    せい

　　　　き　  ほん　　し　 しん 　　　    もと　　　　　　　　　　  じっ     し     けい　かく　　　　  さく   てい

　　　　　　　　          あら 　　　　　　　　　き　　 ほん　    し　  しん 　　　　　 もと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            じん　  けん　 もん　 だい　　　　   

  かい     けつ　　　　　 じん　  けん　　　　    そん   ちょう　　　　　　　　　　　　 しゃ

  かい                  じつ　  げん　　　　  　  め　　  ざ　　　　　　　  じん   　けん    きょう

  いく　      けい     はつ　　　  　 かん　　　　　　　　   し　   さく

             すい    しん
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